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報告事項
1．前回協議会の振り返り

○前回の第４０回協議会は、令和４年１月１２日（水）午前１０時に開催されました。

第４０回青梅市公共交通協議会の資料の一部の骨子

項目 骨子

令和３年度地域公共交通確

保維持改善事業の事業評価

について

○令和３年度の事業の結果概要を共有するとともに、事業実施の

適切性の自己評価がAであることを確認しました。

青梅市の公共交通に関する

課題整理（一部）

○第39回に引き続き、公共交通に関する状況を示し、課題を共

有しました。

市民参加型の公共交通利用

促進策の提案

○公共交通について市民の意識を高める事業案を示し、次年度

からの実施を目指すこととしました。

市民アンケート案
○市民アンケートの構成（案）を示し、令和４年２月に配布・回収す

ることとしました。

地域公共交通会議の設置に

ついて

○新たな地域公共交通計画にもとづく施策を円滑に実施するた

め、地域公共交通会議の設置を検討することとしました。
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2．総合的な学習の時間を活用した成果のポスター設置

（１）概要

○青梅市立第六小学校の６年生が、総合的な学習の時間を活用して「青梅学」と称した地元

「青梅」について学習しています。

○今年度は６年生１６人が４グループに分かれ、１つずつテーマを定め学習し、その成果をま

とめたポスター（A3サイズ）が、市内のJR青梅線駅構内（青梅と、第六小学校区内にある

石神前、二俣尾、軍畑、沢井、御嶽の５駅）や西東京バス車内などに掲出されました。

○また、3月7日（月）に、JR東日本八王子支社、青梅商工会議所、東京都御嶽ビジターセン

ター、青梅市などの関係者を招き、発表会が開催されました。

（２）青梅市立第六小学校の三田プロジェクト

学習のねらい

・人口減少が続く三田地区（学校周辺地域の名前）を活性化するために、自分たちにで

きる取り組みを考える。

・取り組みの実現のために、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、

よりよく問題を解決する資質や能力を育成する。

グループ

～歴史グループ～

・海禅寺と辛垣城の二つの史跡を紹介する動画を作成した。

・三田地区の歴史を調べ、動画にまとめて学校ホームページにアップした。

～自然グループ～

・三田地区の自然と共生するための取り組みを行う。

・現段階では６月２４日に御岳渓谷の清掃活動を行った。その際に動画を作成し、学校

ホームページにアップした。

～食べ物グループ～

・三田地区でとれる食材を活かして新しいメニューを考案し、商品化を目指す。

・現段階では「梅ソーダ」「柚子ソーダ」を試作した。

～観光グループ～

・御岳山の名所や、地元の子供だからこそ知っている遊び場などを紹介する動画を作

成し、学校ホームページにアップした。

・一学期には出張授業で御岳山観光協会会長の靱矢さんに、御岳山の歴史を教えてい

ただいた。靱矢さんには御岳山での撮影の活動等で応援をいただいた。
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（３）掲示されたポスター

御嶽駅構内軍畑駅構内

第六⼩学校の校内

⻘梅駅構内 石神前駅構内
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（４）発表会の様子／3月7日（月）

招待客を前にして発表会の始まり

自然グループが作成した
動画映像による発表

歴史グループのテーマに関連する
SDGs は 11番のまちづくり

観光グループは
御岳山の歴史を学んだことを発表

食べ物グループが作成した
「梅ソーダ」と「柚子ソーダ」のサービス
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（４）発表会に関する報道記事（令和４年3月8日付 読売新聞多摩版）

出典：読売新聞多摩版（令和 4 年 3 月 8 日）
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3．あきる野市のデマンド型交通実証実験

（１）概要

○あきる野市は、市内の公共交通空白地域（公共交通の存在しない地域）の解消に向け、デ

マンド型交通（予約型乗合タクシー『チョイソコ』）の有効性と課題を把握し、今後の検討材

料とするため、引田・渕上・代継地域と、網代地域の２箇所で、実証実験を実施することと

しました。

○会員登録した利用者がチョイソコセンターに電話するか、スマホやインターネットで予約し

て利用することになります。

引田・渕上・代継地域

網代地域
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（２）公共交通実証実験（デマンド型交通）実施計画

出典：あきる野市HP 〉公共交通実証実験「デマンド型交通（チョイソコ）」を実施します（一部加筆）

１ 実証実験の目的
・公共交通空⽩地域における市⺠の移動⽀援と⽣活の質の向上
・既存公共交通の利⽤促進に向けた効果の検証
・デマンド型交通の有効性と課題の検証

２ 実験内容
（１）事業主体

Ｓ＆Ｄ多摩ホールディングスグループ
（２）実施期間

令和４年４⽉１⽇から令和５年３⽉３１⽇まで（予定）
※実施の準備に伴い、早期に開始する場合がある。

（３）運⾏区域
公共交通空⽩地域（引田・代継・網代区域）

（４）運⾏及び予約時間
運⾏︓平⽇午前９時から午後４時
予約︓平⽇午前８時３０分から午後３時３０分（乗⾞時間３０分前まで）

（５）対象者
対象区域に居住し、会員登録した者

（６）運賃
２００円

（７）使⽤⾞両
乗⾞定員９⼈（運転⼿を除く）程度の普通⾞

（８）目標値
１⽇の延べ乗⾞⼈数 平均５０⼈（１回当たり２⼈）

（９）運⾏事業者
市内タクシー事業者（横川観光）

（10）事業費
約１，９００万円（市負担 約１５万円（周知費⽤））

３ 実験の周知
新聞折込、市ホームページ、広報で周知するとともに、公共交通の利⽤促進に向けた意識啓
発に努める。

４ 利⽤実態の把握
（１）利⽤状況の検証

実証実験終了後、利⽤状況を分析し、デマンド型交通の有効性と課題を検証する。
（２）利⽤者の意⾒聴取

利⽤者へのアンケート調査により、利⽤⽬的、満⾜度、要望等を把握し、移動⽀援、⽣活の
質の向上、既存公共交通の利⽤促進に係る効果と課題を検証する。
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4．公共交通ガイドの更新

○別冊のとおり、青梅市公共交通ガイドについて、令和４年３月のダイヤ改正にあわせて時

刻表等を更新し、２０２２年4月改訂版を作成しました。

○印刷部数は36,000部です。今後は自治会加入世帯への全戸配布および公共施設への

設置などを行っていきます。

５．各交通事業者からの報告（ダイヤ改正等）

（１）東京都交通局

（２）西東京バス株式会社

（３）西武バス株式会社

（４）京王自動車多摩西株式会社

（５）東日本旅客鉄道株式会社
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問2 住所
SA 実数 割合

1 河辺町１丁目 210 50.8%
2 河辺町２丁目 80 19.4%
3 河辺町３丁目 120 29.1%
4 そのほか 2 0.5%
無回答 1 0.2%
合計(人) 413 100%
合計(無回答除く) 412 -

協議事項
１．河辺町１～３丁目地区における収支の試算等

1－１ アンケート結果（振り返り）

（１）実施概要・属性・日常の外出状況

○「河辺町１～３丁目における新たな地域公共交通の利用意向に関するアンケート」を、河辺

町1～3丁目の町会・自治会の協力を得て、会員を対象に実施しました。配布・回収期間

は、2021（令和3）年1月29日（金）～2月24日（水）です。

封書 票 備考
配布 １封書あたり３票封入

回収
有効
無効 白紙、回答拒否

回収率(有効票)
1

41.3%

1,749
418
413
5

23.6%

583
242
241
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問8 ⽇常⽣活のなかで最も多く⾏った目的地
SA 実数 割合

1 河辺駅周辺 217 52.5%
2 東⻘梅駅周辺 2 0.5%
3 ⻘梅駅周辺 2 0.5%
4 河辺駅・東⻘梅駅・⻘梅駅周辺以外の市内 80 19.4%
5 市外（多摩地域） 65 15.7%
6 市外（23区） 23 5.6%
7 都外（飯能市、入間市） 8 1.9%
8 都外（飯能市、入間市以外） 10 2.4%
9 外出しないためない 1 0.2%
無回答 5 1.2%
合計(人) 413 100%
合計(無回答除く) 408 -

問10 問8の場合、主な目的
MA（3） 実数 割合

1 通勤 163 39.5%
2 通学 4 1.0%
3 買い物 290 70.2%
4 通院・⾒舞い 91 22.0%
5 銀⾏・郵便局の利⽤ 126 30.5%
6 市役所 22 5.3%
7 体育館や図書館など 34 8.2%
8 そのほか 35 8.5%
無回答 15 3.6%
合計(人) 413 -
合計(件・無回答除く) 765 -

問11 普段の外出で交通に関する困りごと・問題点
MA 実数 割合

1 どこに⾏くにも坂を上ることになるため不便 304 73.6%
2 ⾃転⾞を使って移動しているが⾏きは坂がきつく押して上ることになる 82 19.9%
3 ⾃動⾞を運転できなくなったとき⽇常⽣活を送ることができるか⼼配 204 49.4%
4 病院やスーパーがないため何をするにも坂を上っていく必要がある 253 61.3%
5 朝⼣の通勤・帰宅時間帯に住⺠以外の⾃動⾞が地区内に入ってくる 156 37.8%
6 路線バスのバス停が遠すぎる 103 24.9%
7 狭くて交通安全上危険な道路が多い 201 48.7%
8 そのほか 36 8.7%
無回答 14 3.4%
合計(人) 413 -
合計(件・無回答除く) 1,339 -
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（２）新たな地域公共交通の利用意向

問12 新たな地域公共交通が⾃宅の近くを⾛ることになった場合利⽤するか
SA 実数 割合

1 運⾏したらすぐに利⽤したい 139 33.7%
2 将来⾼齢による運転免許の返納等で必要になったら利⽤したい 212 51.3%
3 利⽤しない 53 12.8%
4 そのほか 8 1.9%
無回答 1 0.2%
合計(人) 413 100.0%
合計(無回答除く) 412 -

問14 最も多く利⽤する時間帯で、１時間に何本あれば良いか
SA 実数 割合

1 1本程度（1時間間隔） 86 24.0%
2 2本程度（30分間隔） 178 49.6%
3 3本程度（20分間隔） 87 24.2%
4 そのほか 4 1.1%
無回答 4 1.1%
合計(人) 359 100.0%
合計(無回答除く) 355 -

問15 ⾃宅等から最寄りのバス停まで、歩いてどのくらいまでだったら利⽤するか
SA 実数 割合

1 約３分以内 175 48.7%
2 約５分以内 154 42.9%
3 わからない 19 5.3%
4 そのほか 10 2.8%
無回答 1 0.3%
合計(人) 359 100.0%
合計(無回答除く) 358 -

「運行したらすぐに利

用したい」は 33.7％

1 時間に「1 本程度」と

「2 本程度」あわせて

73.6％

「約 5 分以内」は

42.9％
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1－2 需要の推計

（１）利用頻度からみた利用率の設定

○「運行したらすぐに利用したい」と回答した人を対象として、その利用頻度の回答から１日

あたり、１８～６４歳は１５人、６５歳以上は１８人と想定します。

18〜64歳 65歳以上
【平⽇】 【平⽇】
一週間あたり 一ヶ月あたり 一週間あたり 一ヶ月あたり

SA 実数 1⽇あたり
利⽤人数 実数 1⽇あたり

利⽤人数 SA 実数 1⽇あたり
利⽤人数 実数 1⽇あたり

利⽤人数
1 1回 1 0.03 1回 4 0.57 1 1回 0 0.00 1回 8 1.14
2 2回 2 0.06 2回 8 1.14 2 2回 3 0.10 2回 19 2.71
3 3回 1 0.03 3回 5 0.71 3 3回 2 0.06 3回 18 2.57
4 4回 1 0.03 4回 6 0.86 4 4回 3 0.10 4回 5 0.71
5 5回 0 0.00 5回 12 1.71 5 5回 0 0.00 5回 2 0.29
6 6回 2 0.06 合計 35 5.00 6 6回 0 0.00 合計 52 7.43
7 7回 0 0.00 7 7回 0 0.00
8 8回 0 0.00 8 8回 0 0.00
9 9回 0 0.00 9 9回 0 0.00
10 10回 1 0.03 10 10回 1 0.03
11 11回 0 0.00 11 11回 0 0.00
12 12回 0 0.00 12 12回 0 0.00
13 13回 0 0.00 13 13回 0 0.00
14 14回 0 0.00 14 14回 0 0.00
15 15回 0 0.00 15 15回 0 0.00
16 16回 0 0.00 16 16回 0 0.00
17 17回 0 0.00 17 17回 0 0.00
18 18回 0 0.00 18 18回 0 0.00
19 19回 0 0.00 19 19回 0 0.00
20 20回 3 0.10 20 20回 0 0.00
21 21回 0 0.00 21 21回 0 0.00
22 22回 0 0.00 22 22回 0 0.00

合計 11 0.35 合計 9 0.29

【土休⽇】 【土休⽇】
一週間あたり 一ヶ月あたり 一週間あたり 一ヶ月あたり

SA 実数 1⽇あたり
利⽤人数 実数 1⽇あたり

利⽤人数 SA 実数 1⽇あたり
利⽤人数 実数 1⽇あたり

利⽤人数
1 1回 2 0.06 1回 34 4.86 1 1回 3 0.10 1回 40 5.71
2 2回 7 0.23 2回 22 3.14 2 2回 4 0.13 2回 23 3.29
3 3回 1 0.03 3回 5 0.71 3 3回 1 0.03 3回 7 1.00
4 4回 7 0.23 4回 0 0.00 4 4回 4 0.13 4回 0 0.00
5 5回 1 0.03 5回 0 0.00 5 5回 1 0.03 5回 0 0.00
6 6回 2 0.06 合計 61 8.71 6 6回 1 0.03 合計 70 10.00
7 7回 0 0.00 7 7回 0 0.00
8 8回 0 0.00 8 8回 0 0.00
9 9回 0 0.00 9 9回 0 0.00
10 10回 0 0.00 10 10回 0 0.00
11 11回 0 0.00 11 11回 0 0.00
12 12回 0 0.00 12 12回 0 0.00
13 13回 0 0.00 13 13回 0 0.00
14 14回 0 0.00 14 14回 0 0.00
15 15回 0 0.00 15 15回 0 0.00
16 16回 0 0.00 16 16回 0 0.00
17 17回 0 0.00 17 17回 0 0.00
18 18回 0 0.00 18 18回 0 0.00
19 19回 0 0.00 19 19回 0 0.00
20 20回 0 0.00 20 20回 0 0.00
21 21回 0 0.00 21 21回 0 0.00
22 22回 0 0.00 22 22回 0 0.00

合計 20 0.65 合計 14 0.45
1⽇あたり利⽤⼈数の計 1⽇あたり利⽤⼈数の計

15 18
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○利用率は、１８～６４歳で7.9％、６５歳以上で8.1％となります。

（２）利用人数

○利用人数は、利用率を人口に乗じて206人となります。

18〜64歳の票数 189
1⽇あたり利⽤人数 15
1⽇あたり利⽤率 7.9%

65歳以上の票数 221
1⽇あたり利⽤人数 18
1⽇あたり利⽤率 8.1%

18〜64歳65歳以上 計
人口 河辺町１ 1,005 494 1,499

河辺町２ 456 159 615
河辺町３ 278 185 463
合計 1739 838 2,577

利⽤人数 18〜64歳 138
65歳以上 68
合計 206
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○利用人数は、206人となりましたが、アンケート結果をそのまま鵜呑みにして需要推計を

行うことは危険であり、合理的な根拠をもって歩留まりを考えるべきです（関東運輸局「公

共交通における効果的なニーズ把握に関する調査報告書」H29.3）。

○このため、歩留まりとして以下を考慮します。よって、206人に0.25を乗じて、52人を利

用人数とします。

歩留まりとして考慮する項目 乗じる値 備考

運行間隔は1時間に「1本程度」と「2

本程度」あわせて73.6％
×0.736 3本を除外

停留所まで「約5分以内」は42.9％ ×0.426 3分以内を除外

「運行したらすぐに利用したい」のうち

「64歳以下」を半数を対象とする

×0．797

（1－28／138）
下表を参照

計 ×0．25

問12 SA
新たな地域公共交通が⾃宅の近くを⾛ることになった場合利⽤するか

運⾏したらすぐに
利⽤したい
実数

問3 18〜19歳 2
年 20〜29歳 1
齢 30〜39歳 4
SA 40〜49歳 13

50〜59歳 16 64歳以下で
60〜64歳 20 56
65〜69歳 18
70〜74歳 21
75〜79歳 20
80〜84歳 13
85歳以上 9
無回答 1
合計(人) 138
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1－3 初期費と運⾏経費の設定

（１）運行ルートの想定

○河辺町1～3丁目地区はグリーンスローモビリティの運行を検討していますが、ここでは、

車両の大きさなどがはっきりしていないため、ワゴンタイプの車両を想定します。

○路線延長5ｋｍ、運行車両1台（予備車両1台）、運行間隔30分とします。

運行ルートの想定

（２）初期費

○車両購入費で10,000千円、バス停整備費で2,550千円、合計12,550千円となります。

車両購入費
路線延長
（km）

所要時間
（分）

運行間隔
（分）

必要台数
（台）

車両単価
（千円）

車両購入費
（千円）

a b=a/10*60 c d e f=d*e
5.0 30 30 2 5,000 10,000

所要時間：時速10km/hとして算出
必要台数：予備車１台を含む

バス停整備費
路線延長
（km）

必要バス停数
（箇所）

バス停整備
単価（千円）

バス停整備費
（千円）

a b=a/0.3 c e=c*d
5.0 17 150 2,550

必要バス停数：バス停間隔を300mとする、往復型

初期費
車両購入費
（円）

バス停整備費
（千円）

初期費計
（千円）

a b =a+b
10,000 2,550 12,550
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（３）運行経費

○運行経費は運送費と車両減価償却費から構成されます。

1－4 運賃収入、収支の試算

○運賃収入は、1日あたりの利用者数が52人で、年間運休がなく運賃200円とすると

6,902千円となります。

○これを運行経費と比較すると、収支は年間△1千万円ほどとなり、収支率は４０％前後とな

ります。

運送費
路線延長
（km）

1日あたりの
運行時間（h）

1日あたりの
便数

1kmあたり
運送費（円）

1日あたり運送
費（千円）

年間運送費
（千円）

a b c=b*3 d e=a*c*d f=e*365
5.0 12.0 24 271 40 14,600

1kmあたり運送費：小平市ヒアよりコミュニティタクシー「ぶるべー号」の平成30年度実績より算出
1日あたりの運行時間：アンケート結果から利用が一定程度見込まれる7:00～19:00を想定

車両減価償却費
車両購入費
（千円） 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

a b=a*0.4 c=(a-b)*0.4 d=(a-b-c)*0.4 e=(a-b-c-d)*0.4 f=(a-b-c-d-e)*0.4

10,000 4,000 2,400 1,440 860 520

運行経費

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 5年間平均
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

18,600 17,000 16,040 15,460 15,120 16,440

車両減価償却費（千円）

運行経費（運送費＋車両減価償却費）

利用者数
1日あたり

乗車人員（人）
年間乗車人員

（人）
a b=a*365

104 37,960
アンケート結果の利用意向から想定される１日あたりの利用者数は206人
運行本数等の利用する条件を見込むと利用者数は206人×25%＝52人
往復で利用すると、乗車人員はその倍の52人×2倍＝104人

運賃収入 （税抜）
運賃

（円）
年間乗車人員
（人/年）

年間運賃収入
（千円）

a b c=a*b/1.1
200 37,960 6,902

収支
年間運賃収入
(千円/年）

年間運行経費
（千円）

収支
(千円/年）

収支率
（％）

a b c=a-b d=a/b
1年目 6,902 18,600 -11,698 37.1%
2年目 6,902 17,000 -10,098 40.6%
3年目 6,902 16,040 -9,138 43.0%
4年目 6,902 15,460 -8,558 44.6%
5年目 6,902 15,120 -8,218 45.6%

5年間平均 6,902 16,440 -9,538 42.0%
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1－5 グリーンスローモビリティを導入する場合

（１）車両の大きさ

○7～19時の運行時間帯として、１時間２便で1日24便の運行となります。

○52人の全員が行き帰り乗車すると仮定すると、104人÷24便で4．3人となります。

○よって５～７人乗りが想定されます。

出典：国土交通省〉環境〉グリーンスローモビリティ概要

（２）車両価格

○車両価格はワゴン車に比べてかなり抑えることができます。AR-05タイプですと、５人乗

りで３００万円、7人乗りで400万円以下となります。

・4人乗り（AR-04タイプ）：240～320万円

・5人乗り（AR-05タイプ）：270万円

・6人乗り（YG-MLタイプ）：500万円

・7人乗り（AR-07タイプ）：360万円

出典：グリーンスローモビリティ導入実証事業の活用について（平成30年9月／環境省・国土交通省）

250〜370万円
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５ 実証実験に向けてのステップ

○新たな地域公共交通の持続的運営のため、地域の主体性を重視します。

○最初に勉強会を設立し、勉強会から協議会、そして協議会で一定の方向性・計画を定め

たうえで、実証実験に向けて、実働する運営組織を協議会の下部組織として設置します。

地元組織 内容

勉強会 ・当地区の公共交通の課題の共有

・導入する新たな地域交通の検討（導入目的、運行形態、車

両、運行間隔、運行ルート、停留所、運行時間帯、運行日

数、運賃、収支）

・交通安全対策

協議会 ・視察

・実証実験計画、運行事業者の選定

・地先交渉の進め方

・運行を維持するための態勢づくり

運営組織 ・地先交渉の実施

・利用促進方策の検討

・停留所の名称、車両の愛称とイメージキャラクター

・持続的な収益構造等の検討、サポーターの検討

実証実験 ・実験時の実態把握と課題対応

・実験から本格運行への移行条件整理

・本格運行の判断
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2．アンケート調査結果の速報値

（１）実施概要

○調査名

・青梅市の地域公共交通に関するアンケート調査

○調査の目的

・市民の日常生活における移動を支える公共交通サービスに関する課題を抽出すると

ともに、公共交通網の見直しに向けて市民の意向を反映すること

○調査対象者

・令和4年1月1日現在、満18歳以上の市民の中から、無作為に抽出した3,000名

・このほか、青梅市公式ウェブサイトから回答も可

○発送日（公表日）

・令和４年2月4日（金）

○返送期限（返信期限）

・令和４年2月25日（金）

（２）お願い状とアンケート票

○次ページ以降に示すとおりです。

（３）回収状況（3月10日現在）

○郵送による結果は、2,991票配布に対して1,159票の回収で、回収率は38.7％です。

※188票の回答があったが、2票は未記入

（４）速報値

○参考資料に示すとおりです。

○ただし対象は、入力済みの回収数1,116票、回答者数2,071人となります。また、一部、未

集計の項目があります。

郵送 ウェブ 計
配付数 3,000票
有効配付数 2,991票
回収数 973票 186票（※） 1,159票
回答者数 1,801⼈ 346⼈ 2,147⼈
有効回収率 32.5％ 6.2％ 38.7％
回答者数／回収数 1.85 1.86 1.85
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３．公共交通のあり方

3－１ 現状認識の補⾜

１.第２期⻘梅市まち・ひと・しごと創⽣総合戦略

（１）将来人口～青梅市の将来展望～

○令和２（2020）年３月に策定された「第２期青梅市まち・ひと・しごと創生総合戦略 令和２

年度～令和６年度」における将来人口～青梅市の将来展望～によると、市全体の人口は、

令和2年を100とすると、30年後の令和32年は80.5となります。

○地区別にみると、青梅ICを擁する東部は横ばい傾向にありますが、ほかの3つは大きく減

少します。とくに北部が顕著です。
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（２）公共交通に関連する具体的な施策展開

（３）重要業績評価指標（ＫＰＩ）

施策 展開の内容

観光戦略の推進
【新規】

・「おうめ︕観光戦略創造プロジェクト」の成果、課題等を踏ま
えて、更なる戦略的な観光施策を推進していきます。

【現状】来訪者の観光消費額単価5,700円（平成29年度）
【⽬標】6,300円（令和４年度）

インバウンドを⾒据え
た観光振興⽀援事業
【新規】

・各種ガイドブック、観光マップおよび観光案内看板等の多言
語化を図るなど、増加するインバウンド受入環境の整備を図
ります。

【現状】外国⼈の御岳インフォメーションセンター年間来所者
数2,884⼈（平成30年度）

【⽬標】3,839⼈（令和４年度）

⻘梅市ウォーキングマ
ップ普及事業
【新規】

・市内11か所のコースを設定したウォーキングマップを配布
し、市⺠の健康意識を⾼め、運動に関する⾏動変容を促すと
ともに、⻘梅市を訪れた⽅にも楽しみながら市内を歩き、⻘
梅市の様々な魅⼒に触れることで、⻘梅に繰り返し訪れてい
ただくことにつなげていきます。

【現状】－
【⽬標】ウォーキングマップ配布冊数3万冊（令和４年度まで）

モビリティ・マネジメ
ントによる公共交通の
利⽤促進

・観光、学校、事業所等におけるモビリティ・マネジメント
（公共交通を中⼼とした多様な交通⼿段を適度に利⽤する⽣
活への転換を促す取組）を実施します。

【現状】ハイキングマップ2,000枚配布・交通環境学習1校実
施・事業所アンケート1社実施（令和元年度）

【⽬標】令和元年度と同じ（令和６年度）

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 数値⽬標

御岳⼭年間来訪者数 平成27年度から令和元年度
⾒込みの平均
464,000⼈

令和６年度

510,000⼈

ＪＲ⻘梅線利⽤者数（河辺駅、
東⻘梅駅、⻘梅駅の乗降者数）

平成30年度
26,689⼈

令和６年度
26,900⼈
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2.第 7次⻘梅市総合⻑期計画（策定中）〜基本構想⾻子（案）

○第4回青梅市総合長期計画審議会（令和４年１月２８日／ただし書面開催）で、基本構想

骨子（案）が示されました。次ページ図に示すとおりです。

○基本理念

・多様性を認め合い、みんなが主役で輝けるまち

・明るい未来を育む、文化と創造のまち

・豊かな自然と都市機能が調和した持続可能なまち

○基本理念を導き出す背景に「交通網」や「買い物環境」があります。

・交通網

・買い物環境

○７つのまちづくりの基本方向が示されており、各基本方向に共通する視点は以下のとおり

です。

・デジタル化

・ＳＤＧｓ

・脱炭素

・情報発信

・公民連携
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3.鉄道の定期券利⽤が低迷
○新聞報道によると、在宅勤務の定着で鉄道の定期券利用が低迷しているとのことです。

○新型コロナウィルス禍でデジタル化が急速に進み、また、国の働き方改革の推進もあり、

定期券収入は今後も回復しない公算が大きいとしています。

出典：日本経済新聞（令和 4 年 3 月 9 日朝刊）
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3－2 課題の整理

１.これまでの状況把握の整理

【時代潮流の変化】

・都市のコンパクト化の必要性（まちづくりの将来像と連携した公共交通のあり方）

・新技術の活用（MaaS、自動運転）

・新たな端末交通、地域交通の普及

・新型コロナウイルスの感染拡大による生活様式の変化（デジタル化の進展、ウィズコロ

ナ・ポストコロナ社会の模索）

・SDGsに対応する取り組み（各都市が標準指標として採用）

・カーボンニュートラルへの挑戦（2050年までに温室効果ガスの排出量をゼロ）

【上位・関連計画（キーワード）】

・公共交通網の検討、幹線交通の充実、地域交通の充実（第6次総合長期計画）

・ＪＲ青梅線の利便性の向上、バス利用促進や市民意識の改革、鉄道や路線バスのサービ

ス圏外の改善（都市計画マスタープラン）

・交通網、買い物環境、公民連携などのキーワード（第7次総合長期計画骨子案）

【人の動き（平成30年東京都市圏パーソントリップ調査）】

・80歳以上を除く全年代で、トリップ数が減少

・主な代表交通手段の割合は、鉄道と徒歩が増加、自転車とバスが減少

【まちづくり（新たな動き）】

・文化交流センター整備（平成31年4月に開館）

・青梅駅前の市街地再開発事業（令和6年度予定）

・東青梅一丁目地内諸事業用地の利活用構想（時期未定）

【将来人口（まち・ひと・しごと戦略）】

・総人口は13万4千人。１０年後は7千人減少し１２万7千人、20年後は1万6千人減少し

11万8千人、30年後は2万6千人減少し10万8千人（令和2年の8割に相当）

・65歳以上人口割合は令和2年で30.3％ → 30年後は44.6％

・地区別では、東部が横ばいで他3つは減少。うち北部の減少率が最も高い
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【鉄道に関すること】

・河辺、東青梅、青梅の3駅利用の減少

・関東圏における定期利用の減少

【路線バスに関すること】

・市内を運行する路線バスの多くは赤字路線。市の公共負担で維持。公共負担は昭和59

年から始まり、年間負担額は当初の1.3倍の約1億2千万円

・市の北部は人口が少ない割に、路線延長の長い路線バスが運行

【タクシ－に関すること】

・タクシー乗り場は、河辺、東青梅、青梅、御嶽の4駅前

・都内に全体にわたり、

・ユニバーサルデザインタクシーの普及

・新たなサービス形態として、ダイナミックプライシング（変動迎車料金）や定額運賃で

乗車できる（定額タクシー）の導入推進

【地域の多様な輸送資源】

・PLAZA5無料らくらく送迎バス

・医療機関送迎バス

・成木小学校通学バス

【鉄道と路線バスのサービス圏外（駅から700ｍ、バス停から300ｍ圏外）の存在】

・黒沢３丁目

・河辺町１・２・６～８丁目

・今井１～４丁目

・師岡２丁目

・長淵２・５丁目

【観光モビリティマネジメントに関すること】

・公共交通による来訪の多い主な観光地……武蔵御嶽神社、塩船観音寺、東京バーディク

ラブ、御岳山、かんぽの宿、総合体育館、青梅市リバーサイドクラブ

・自動車による来訪の多い主な観光地……東京バーディクラブ、青梅ゴルフ倶楽部、青梅

市リバーサイドクラブ、かんぽの宿、塩船観音寺、小澤酒造、武蔵御嶽神社
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２.課題の整理

○前項の「これまでの状況把握の整理」などを踏まえ、「公共交通に関する課題」と「公共交

通を取り巻く状況等に関する課題」に分けて示します。

（１）公共交通に関する課題

○路線バス網の維持、および再編とあわせた他の公共交通による補完

○安全・安心な公共交通の維持

○バリアフリーやユニバーサルデザインによる交通施設等の改善・整備

○公共交通の運行情報について、誰もがわかりやすく、使いやすい提供方法の実現

○鉄道と路線バスのサービス圏外への対応

○運転士や運転手（担い手）不足

○地域の多様な輸送資源の活用

○公共交通の利用促進

○公共交通を補完する自転車や超小型モビリティなどの地域交通環境の充実

（２）公共交通を取り巻く状況等に関する課題

○まちづくり等と一体となった公共交通環境の整備

○新技術の研究・導入、新型コロナウイルス感染症等の社会情勢の変化への対応（新型コロ

ナウイルス感染症等の拡大防止、持続的な公共交通の提供など）

○長期的な人口減少・超高齢化、土地利用の変化、市民ニーズの変化などを見据えた、公

共交通サービスの柔軟な対応

○脱炭素社会の実現に向けた公共交通環境の改善

○災害時における公共交通の維持、交通面からの災害復旧への寄与

※これらの課題については、前回の協議会における方向性の検討や市民アンケート結果を踏

まえて、市民のニーズや生活の実態に対応するよう修正を加えていきます。
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3－３ 基本的な方針

１.公共交通を中⼼とした政策の推進にあたっての基本認識

○交通は、市民等の日常の外出や訪れる人にとって必要不可欠なものであり、利便性や快

適性が求められます。とりわけ公共交通は、重要性が高いものとなっています。

○しかしながら、本市の公共交通は、自家用車の普及、生産年齢人口の減少、インターネッ

トでの買物による外出機会の減少、新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、利用者

が減少し続けており、交通事業者の経営は大変厳しい状況におかれています。

○一方、今後の人口減少・超高齢社会への対応、昨今の自然災害や新型コロナウイルス感

染症等への対応が求められるとともに、脱炭素をはじめとした環境への配慮、新技術の普

及など、時代潮流の変化への対応も求められます。

○こうしたことを踏まえ、「乗って守ろう！使って育てよう！公共交通」の理念のもと、公共交

通の利用促進を図るとともに、市民力・民間活力・地域力を活用し、まちづくりと連動した

持続可能な公共交通の実現に向けた政策を進めていきます。

災害
感染症

新技術

脱炭素
人口減少・
超高齢化

公共交通の
利用の減少

時代潮流への変化への対応

安全・安心
BF・UD

情報提供

BF：バリアフリー

UD：ユニバーサルデザイン

鉄道と路線
バスの

サービス圏
外対応

路線バス
交通の

維持・補完

公共交通を
補完する
地域交通

環境の充実

移動の利便性や快適性の維持・向上

まちづくり
との連動

地域力
の活用

民間活力
の活用

市民力
の活用

進め方

公共交通の
利用促進
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２.公共交通計画上の基本的な方針

（１）計画期間

○令和５年度～令和９年度の５か年を計画期間とします。なお、時代潮流の変化や関連する

上位計画などとの整合性を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとします。

・地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（第２版、令和３年３月）によると、原則５年

程度（ただし、計画目標や地域の実情等を踏まえ、柔軟な設定も可能）

・第７次青梅市総合長期計画策定針によると、基本構想は令和５年度を初年度とし、１０

年後を展望。基本計画は前期５か年、後期５か年

（２）基本的な方針～公共交通が果たすべき役割～

地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（第２版、令和３年３月）によると、地域が目指

すべき将来像とともに、その中で公共交通が果たすべき役割を明確化した上で、公共

交通の活性化及び再生に向けた取組の方向性を記載することとしています。

ここでは試案として、公共交通が果たすべき役割を明確化します。

○公共交通は、市民・地域住民、交通事業者、行政の3つの主体の積極的な関わりのなかで

運営されるべきと考えます。よって、それぞれの責任や役割を明確化するなかで公共交通

が果たすべき役割を示します。

○鉄道と路線バスのサービス圏外の解消のための関係者調整や計画立案

○公共交通に関する情報提供、市民の意識啓発と利用促進誘導

○多様な主体による新たな公共交通や地域交通に関する、情報提供、助言、調整、
財政支援

○公共交通の走行環境整備など、公共交通利用を前提としたまちづくり

○現状の公共負担について適切か検証した上で、必要な公共交通サービスを維持
するための適切な措置

○公共交通の維持・継続や環境負荷軽
減に向けた、積極的な利用

○自分たちの公共交通は、自分たちが
利用しなければ維持できないという
責任意識の自覚と向上

○地域交通に関する主体的な運営の
検討・提案

○交通ルールの遵守

○積極的な利用促進策の展開、採算性
の向上に向けた経営努力等による
公共交通サービスの維持

○新たな公共交通や地域交通への取
組の推進

○行政が実施する取組への協力

交通事業者市民・地域住民

行政

協働・連携

協働

連携
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４．令和４年度事業計画および予算案

（１）事業内容

〇青梅市地域公共交通計画の策定（後期）

基本方針、数値目標および実施施策の設定、パブリックコメントの実施、計画書の作成

〇公共交通利用促進策の検討実施

公共交通ガイドの作成・配布、モビリティ・マネジメントによる市民意識の醸成

〇公共交通協議会の開催

計画策定や施策検討のための協議

（２）年間スケジュール

※現行委員の任期は令和 3 年 8 月 22 日から令和 5 年 8 月 21 日まで

回数 開催予定 内容

第 42 回 第１四半期 前年度決算報告ほか

第 43 回 第２四半期
地域公共交通計画策定にかかる協議、公共交通空白地域の改善

検討、公共交通利用促進策の検討実施ほか

第 44 回 第３四半期
地域公共交通計画策定にかかる協議、公共交通空白地域の改善

検討、公共交通利用促進策の検討実施ほか

第 45 回 第４四半期 地域公共交通計画のとりまとめ、次年度事業計画・予算案ほか
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（３）予算案

○歳入

○歳出

（注）歳出予算の流用および予備費の充用は、会長の決定によるものとする。

（４）業務委託

○上記事業を進めるにあたり、事務補助のための業務委託を実施する。なお、仕様等につい

ては次項のとおりです。

５．令和４年度業務委託

会議当日、事務局からご説明いたします。

款 項 目 金額（円） 摘要

１ 補助金 １ 補助金 １ 補助金 8,899,000 青梅市補助金

２ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 0

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 0

４ 諸収入 １ 雑入 １ 雑入 100 預金利子

計 8,899,100

款 項 目 金額（円） 摘要

１ 運営費 １ 会議費 １ 会議費 601,026 委員報償費、費用弁償

２ 事務費 １ 事務費 37,264 消耗品費、通信運搬費

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 8,260,000 業務委託料

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 810

計 8,899,100


